
あ な た は 町 県 民 税 申 告 が 必 要 で す か ？ 

※所得税の確定申告が不要でも、町県民税の申告が必要になる場合があります 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このフローチャートはあくまで一例です。 

ご不明な点がある場合は事前相談期間中にお問合せください。申告期間中は回答にお時間をいただく場合が

あります。税務課住民税係へお問合せください。お問合せ：税務課住民税係【☎88-8124】 

スタート    はい      いいえ の矢印に従って進んでください 

本年 1 月 1 日に藤崎町にお住まいで
したか 

本年 1 月 1 日にお住まいだった市町村にご確
認ください 

税務署へ確定申告をする予定ですか 
 
 
町県民税の申告は
不要です 

昨年中に収入がありましたか（遺族・
障害年金、失業保険などの非課税収入
のみの方は「いいえ」へお進みくださ
い) 

町内在住の方の扶養と
なっていますか 

町県民税の申告が必要です（未申告者は国保税などの
軽減が受けられない場合がございます） 

次に該当するものがありましたか 
①初めて住宅借入金特別控除（住宅ローン
控除）を受ける 
②株式等の譲渡所得、配当所得の申告予定 
③青色申告や損失繰越をする予定がある 
④先物取引による所得があった 
⑤建物の譲渡による譲渡所得があった 

税務署での確定申告が必要です 
※税務署へ予約した上で確定申告していただく
必要がございます 
お問合せ：黒石税務署（☎52-4111） 

給与収入がありましたか 公的年金のみの収入で
したか 

町県民税の申告は
不要です 
※源泉徴収票の内
容を変更する場合
や医療費控除を受
ける場合は申告が
必要です 

勤務先から年末調整済みの給与支払
報告書が藤崎町へ提出されています
か（提出状況については勤務先にご確
認ください） 

町県民税の申告が必要
です 
※所得金額によっては
確定申告が必要な場合
もございます 

給与以外の所得（農業・営業・不動産・
譲渡・一時・配当・年金収入等）があ
りましたか 

町県民税の申告は不要です 
※源泉徴収票の内容を変更する場合や医療費控除など
を受ける場合は申告が必要です 

給与以外の所得が 20 万円を超えてい
ますか 

役場での町県民税の申告が必要です 

税務署または役場での確定申告が必
要です 

※公的年金等の他に収入があった方へ 
公的年金等の収入金額が 400 万円以下で、公的

年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であ
れば、確定申告は不要ですが町県民税申告が必要
な場合があります。 


